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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大が、日本経済はもとより、世界経
済にも深刻なダメージを与えており、企業の将来の命運を握るともいえる研究開
発活動の抑制につながる懸念が生じています。新商品、新技術、あるいは新サー
ビスを開発するためには多額の資金を要するため、売り上げの減少局面において
は研究資金の確保が課題となりますが、このような場合は研究開発税制を最大
限有効活用して資金負担を緩和することが効果的です。

そこで本稿では、研究開発税制のうち、近年適用金額が増加している特別試験
研究費税額控除制度（以下、オープンイノベーション型）を紹介します。試験研究
費の税額控除制度のなかで総額型のみを適用している企業でも、オープンイノ 
ベーション型を適用できる可能性は十分にあります。ポスト・コロナ時代において
企業の研究開発活動が停滞しないためにも、オープンイノベーション型の積極的
な活用が望まれます。

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
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オープンイノベーション型の概要
1. 研究開発税制におけるオープンイノベーション
型の位置づけ

研究開発税制には、総額型と中小企業技術基盤強化税制、そ
してオープンイノベーション型があります。それぞれの控除率
と控除上限は【図表1】のとおりです。オープンイノベーション
型は控除率が高く(総額型と比べて2～5倍)、また控除上限が
総額型や中小企業技術基盤強化税制とは別枠で設けられて
います。

2. オープンイノベーション型に注目する理由
2020年の日本経済の状況を鑑みると、COVID-19の影響を
受けて企業の収益／課税所得が低下し、それに伴って法人税
額が減少する企業が増えると予想されます。その場合、【図表
1】にある控除上限の金額が減少し、研究開発投資に対する税
額控除額が減ってしまうことになります。ここで、企業が大学
や他の企業との共同研究・委託研究を行っていて、その試験研
究費をすべて総額型の対象としているときは、オープンイノ 
ベーション型を適用することで税額控除額を増加させること
が可能になります。
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出典：「平成31年4月経済産業省「研究開発税制の概要」を一部加工して作成」

【図表1】
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上記1のとおり、オープンイノベーション型は控除率が高い上
に、控除上限が総額型と別枠で設けられているため、総額型
のみを対象としている場合よりも控除額が増える結果となる
からです。

3. オープンイノベーション型の近年の適用状況
オープンイノベーション型が総額型とは別枠になる税制改正
が行われた平成27年度を契機として、企業・大学などでの認
知度が高まり、【図表2】のように適用金額が増加しています。
令和元年度の税制改正で控除上限の改正（5%→10%）が行わ
れたため、今後、さらなる増加が見込まれます。

【図表2】

出典：財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書 
（令和2年1月国会提出）」

近年の適用金額の推移
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オープンイノベーション型の実務上の 
留意点
1. 適用上の留意点
オープンイノベーション型の適用にあたり、実務上留意すべ
き主な項目として以下の3点を紹介します。

（1）事前準備

共同研究契約書または委託研究契約書の記載事項は、税法に
定める項目を記載する必要があります。経済産業省が公表し
ている「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」1が参考
となります。

なお、締結済みの共同研究契約書または委託研究契約書を変
更することにより記載要件を充足するときは、変更日よりも前
に生じた支出のうち同一事業年度中の支出であることなど、
一定のものについてオープンイノベーション型の対象とする
ことができます。

（2）申告書作成時

当該事業年度の試験研究費の額のうち、共同試験研究または
委託試験研究のために支出した金額を対象費用の費目ごとに
集計した表（以下、各費目の内訳書）の作成が必要となります。
また各費目の内訳書について、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入される試験研究費の額を集計する必
要があります。特に人件費の額や間接費などの集計について
留意が必要になります。

その上で共同試験研究または委託試験研究に要した費用で
あって、申告法人が当該契約に基づいて負担したものに係る
費用につき、税理士など専門家の監査を受ける必要があり 
ます。

（3）申告書提出時

申告書に専門家の監査を受けた監査報告書の添付および大
学から交付を受けた確認報告書の添付が必要となります。

2. 専門家による監査
オープンイノベーション型の適用を受けるためには、共同研究
契約書または委託研究契約書の準備や、各費目の内訳書を作
成するための集計対象の整理などが必要になります。申告間
際になって慌てないためにも余裕をもってご準備ください。

当法人では、オープンイノベーション型の適用を受けるための
事前準備・体制整備（契約書、各費目の内訳書のアドバイス、試
験研究費の損金処理方針の確認、研究開発部門または大学な
どへの説明など）およびオープンイノベーション型に関する監
査報告書の作成サービスを提供しています。

本サービスに関するご質問・ご要望などがございましたら、お
気軽にお問い合わせください。

1. https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/31fyguidline_r1.pdf
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